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等に関する条例等の一部を改正する条例を制定するについ
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 日程第21  議案第３１号 宇治田原町都市公園条例の一部を改正する条例を制定する

について 

 日程第22  議案第 ２号 平成２４年度宇治田原町一般会計補正予算（第５号） 
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 日程第24  議案第 ４号 平成２４年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第３

号） 

 日程第25  議案第 ５号 平成２４年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号） 

 日程第26  議案第 ６号 平成２４年度宇治田原町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

 日程第27  議案第 ７号 平成２４年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第２号） 
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 日程第32  議案第１２号 平成２５年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計
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予算 

 日程第33  議案第１３号 平成２５年度宇治田原町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第34  議案第１４号 平成２５年度宇治田原町水道事業会計予算 

 日程第35  予算特別委員会の設置について 

 

１．出 席 議 員 

      議 長    １２番  田 中   修  議員 

      副議長     １番  垣 内 秋 弘  議員 

              ２番  上 林 昌 三  議員 

              ３番  青 山 美 義  議員 

              ４番  安 本   修  議員 

              ５番  今 西 久美子  議員 

              ６番  原 田 周 一  議員 

              ７番  谷 口 重 和  議員 

              ８番  山 内 実貴子  議員 

              ９番  奥 村 房 雄  議員 

             １０番  内 田 文 夫  議員 

             １１番  稲 石 義 一  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 

 

１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 西 谷 信 夫 君

教 育 長 西  出  維 久 雄  君

総 務 課 長 山 下 康 之 君

理事兼企画・財政課財政課長 野 間 雅 彦 君

企画・財政課企画課長 馬 場  浩 君

会 計 管 理 者 兼

税 務 ・ 会 計 課 長
大 江 輝 博 君

戸 籍 ・ 保 険 課 長 清 水  清 君
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福 祉 課 長 奥 谷  明 君

健 康 長 寿 課 長 谷 村 富 啓 君

建設・環境課建設課長 黒 川  剛 君

建設・環境課環境課長 三 好 茂 一 君

産 業 振 興 課 長 木 元 保 男 君

上 下 水 道 課 長 野 田 泰 生 君

教 育 次 長 光 嶋  隆 君

教 育 課 長 中 辻  正 君

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 久 野 村  観  光  君

庶 務 係 長 廣 島 照 美 君

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

ただいまから平成２５年第１回宇治田原町議会定例会を開会いたします。 

  なお、町広報担当課及び新聞各社によります写真撮影を許可いたしておりますので、

御報告いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（田中 修） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、２番、上林昌三

君と１０番、内田文夫君を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（田中 修） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。本定例会の会期は本日から３月２９日までの２３日間にいたした

いと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって会期は本日から３月２９日までの

２３日間と決しました。 

  会期中の予定については、お手元に配付の定例会日程表のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸報告 

○議長（田中 修） 日程第３、諸報告を行います。 

  会議規則第１２９条の規定により行われました議員派遣につきましては、お手元に配

付したとおりでございます。 

  次に、議長において受理いたしました陳情書は、配付のとおりでございます。各議員

におかれましては、十分に御高覧いただきますようお願いいたします。 

  これで諸報告を終わります。 

  ここで町長より発言を求められておりますので、これを許します。町長。 

○町長（西谷信夫） 皆さん、おはようございます。 
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  ３月議会定例会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  ことのほか厳しかった寒さがようやくやわらぎ、春の息吹を感じるようになってまい

りました。 

  議員各位におかれましては、御健勝にて御活躍のこととお喜びを申し上げますととも

に、平素から宇治田原町政の推進に何かと御理解と御尽力を賜っておりますことに、心

から厚くお礼を申し上げます。 

  本日は、平成２５年第１回宇治田原町議会定例会を招集させていただきましたところ、

議員の皆様におかれましては、公私御多用のところ、お忙しい中、御参集を賜りまして、

ここに開会できますことを心から厚くお礼を申し上げます。 

  私は、さきの町長選挙におきまして多くの住民の皆様から、御支援によりまして初当

選の栄に浴し、歴史と伝統に培われた宇治田原町の第１６代町長として町政を担うこと

となりました。 

  この間の多くの住民の皆様からの心温まる御支援と御厚情に心から感謝申し上げます

とともに、その責任の重大さを痛切に痛感し、身の引き締まる思いでございます。 

  さらに、日ごろから町政発展のために御尽力をいただいております町議会議員の皆様

方に対しまして心より敬意を表しますとともに、重ねて厚く御礼を申し上げる次第でご

ざいます。 

  もとより浅学非才な私でございますが、奥田町政を継承させていただく中で、民間企

業、また町議会議員で培ってきた経験を色とし、何より住民の皆様の思い、意見を色と

して、議員諸侯をはじめ先人たちが築き上げてこられました宇治田原町のさらなる発展、

そして何より１万住民の皆様の幸せのため粉骨砕身、務めてまいる決意でありますので

御支援、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げます。 

  それでは、平成２５年度予算をはじめ、諸議案を御提案申し上げます前に、町政運営

に臨みます私の所信の一端を申し述べさせていただき、議員各位並びに住民の皆様の御

理解と御協力を賜りたいと存じます。 

  私は、さきの町長選におきまして、住民の皆様からご信託を受けるに当たり、まちづ

くりにおける「基本理念」と３つの基本姿勢、３つのまちづくりの基本的な視点に立っ

た５１項目の具体的な施策について住民の皆様に公約させていただきました。 

  宇治田原町は、これまで、先輩諸氏のたゆまぬ努力で、幾多の困難を乗り越え、茶文

化のまちとして発展を遂げてまいりました。今を生きる私たちの最大の責任は、先人の

功績に報いるため、２０年、３０年、５０年先もこのまちに住む人が住んでよかったと
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いう幸せが実感できるまちづくりを実現することであると考えます。 

  この実現のために、地域の人たち同士のきずな、それを支える役場の職員間のきずな、

そして地域の人たちと役場の職員とのきずな、この３つのきずなをしっかり結び合って、

このまちに住む人はもちろん、町外の人からも「好きやねん、うじたわら」と言ってい

ただけるまちづくりを基本理念として町政の運営に臨んでまいる所存でございます。 

  この基本理念のもと、「国や山田京都府政と協調し、住民目線で住民の気持ちに立っ

た町政運営を進めること」、「住民・事業者と行政があらゆる地域資源を活用し、個性

を引き出し、知恵を出し合い協働してまちづくりを進めること」、「地方分権を推進し、

行財政改革を徹底し、自主・自立が可能なまちづくりを進めること」という３つの基本

姿勢、「未来に希望と責任」、「くらしに安心安全」、「行政に信頼と真心」という

３つのまちづくりの基本的な視点に立ちまして、町政のさらなる発展のため、全力を傾

注してまいる所存でございます。 

  さて、平成２０年９月のリーマンショック以降、日本経済が低迷を続ける中、一昨年

３月１１日に東日本大震災が発生し、日本全体に大きな影響を及ぼしました。 

  東日本大震災から間もなく２年がたとうとしていますが、復興庁の発表によりますと、

主要なライフラインや公共サービスはほぼ復旧したものの、仮設住宅等への入居者は

３０万人を超え、また原子力災害に伴う福島県全体の避難者は約１６万人に及んでいま

す。 

  そのような中、昨年１２月、政権交代により発足した第２次安倍内閣は、経済再生を

最優先課題とし、日本経済再生に向けて「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、

「民間投資を喚起する成長戦略」、この「３本の矢」からなる緊急経済対策を進めてお

ります。 

  １月の月例経済報告では、８カ月ぶりに景気判断を上方修正しており、企業の業況判

断についても、「慎重さが見られるものの、一部に改善の兆しも見られる」としており

ます。しかしながら、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスク

となっていることに加え、雇用・所得環境の先行き、デフレの影響等にも注意が必要で

あるとされておるところでございます。 

  また、直近の２月の月例報告でも、２カ月連続で景気判断を上方修正しておりますが、

まだまだ先行きの不透明さは拭えないところでございます。 

  このような経済情勢の中、震災復興や社会保障と税の一体改革に伴う財政問題をはじ

め、地方公務員給与の減額を前提とした地方交付税の削減など、地方財政に大きな影響
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を与える政策が進められていることを考えますと、真に必要な地方一般財源総額が確保

されるかは依然として不透明であり、今後も国の動きに十分注視していく必要がありま

す。 

  このような状況下においても、本町のまちづくりの根幹をなす重要施策や、住民生活

に直結する重要な事業には積極的かつ効果的に財源を投入し、課題の解決に向けた歩み

を進めなければなりません。本町では、これまで４次にわたる行政改革大綱により、行

財政改革の取り組みを着実に推進し、健全財政の確立に努めてきたところですが、本年

度からは、第５次行政改革大綱及び同実施計画に基づき、限られた財源の中で、知恵を

絞り、「選択と集中」をもって、地域住民の福祉の向上のため、さらなる行財政改革を

推進してまいらなければならないと考えているところでございます。 

  そのような中、平成２５年度予算は、私が編成させていただく最初の予算となるわけ

でございますが、前町長の施策や事業を継承し、発展させていただくことを基本として、

既定の予算編成方針に即して予算編成をさせていただきました。予算編成に当たっての

基本的な視点であります「住民との協働のまちづくり」、「住民目線・生活者の視点を

重視した施策・次代を切り拓く施策の展開」、「自主・自立の財政基盤の確立」をもと

に町政を推進してまいりたいと考えております。 

  まず、「住民との協働のまちづくり」については、本町には、明治時代から根づく歴

史と伝統に培われた地域力、自治力があり、それぞれの地域には、消防防災、健康づく

り、青少年健全育成、地域の美化など、さまざまな形で自主的なまちづくり活動が行わ

れています。平成２３年９月にはこれらのさまざまな主体との協働を進める推進母体と

なる「ともに創るまちづくり推進協議会」が設立され、また昨年１０月には奥山田地域

において有志による里の仕掛け人「奥山田考房」が発足するなど、新たな取り組みも動

き始めているところであります。このような地域の力、すなわち「宇治田原力」を結集

し、自助・共助・公助を有機的に組み合わせることにより、地域課題の解決や多様な行

政需要に対応できる協働のまちづくりを推進してまいります。 

  「住民目線・生活者の視点を重視した施策・次代を切り拓く施策の展開」については、

大規模地震や集中豪雨等に備える防災対策の充実など、安心・安全なまちづくりの推進、

厳しい経済雇用情勢を克服し、地域の産業・活力を維持し、伸ばす経済・雇用や健康長

寿・地域福祉・環境・教育など、住民目線で課題を捉え、住民生活により密着して早急

に対策を講じる必要がある施策・事業に主眼を置くとともに、新名神高速道路及び宇治

田原山手線をはじめとする町内インフラの整備促進や企業誘致など、まちの活力を生み
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出し、次代を切り拓く施策に積極的に取り組んでまいります。 

  そして「自主・自立の財政基盤の確立」については、三位一体の改革により地方交付

税の縮減、経済不況による町税収入の大幅な落ち込み等により、平成１６年度から財政

調整基金の取り崩しにより財源不足を補う状況が続いていましたが、平成１９年度から

の財政改革の結果、平成２３年度は２年連続で財政収支の均衡を図ることができました。

しかし、これは赤字体質の脱却に道筋をつけるための第一歩であり、施策の選択と集中

や事務事業の見直し等、職員一人一人が行政の効率化に取り組み、引き続き計画的に行

財政改革を推進し、自主・自立の財政基盤の確立に努めてまいります。 

  このような基本的な考え方に立ち、各種施策を積極的に実施することによって、第

４次まちづくり総合計画に掲げる「心をつなぎ ともに創る 茶文化のまち」、この実

現を目指して全力を傾注してまいる所存でございます。 

  平成２５年度の予算編成に当たっては、地方交付税において大幅な減収を見込まなけ

ればならない厳しい歳入環境のもと、これまで蓄えてある財政調整基金の取り崩しによ

り、財源不足を補う非常に厳しいものになりましたが、不要不急事業、内部管理経費の

削減に取り組むとともに、特定目的基金や起債を有効活用するなど、さまざまな財源捻

出の工夫を行いました。 

  また、国の総額１３兆円に上る緊急経済対策等に呼応し、町道のり面の安全対策や橋

梁の長寿命化に資する工事等、防災・安全社会資本整備事業及び西ノ山集団茶園での排

水改良工事や防霜ファンの設置工事等の事業を平成２４年度３月補正予算で対応し、平

成２５年度当初予算とあわせた、切れ目のない１３カ月予算として、国政や経済の動き

に機敏に対応した予算を編成しております。 

  それでは、平成２５年度の主要な施策について、当初予算案の重点施策に掲げる

「６つの重点プロジェクト」に沿って申し上げます。 

  まず、「安心・安全プロジェクト」であります。 

  住んでよかったなあという幸せが実感できるまちづくりは、安心・安全な生活の上に

成り立つものであります。 

  本年度、多様化する救急事案に対応し、患者の搬送の円滑化、救急業務の高度化に資

するため、救急自動車及び積載装備を更新し、あわせてオートパルス人工蘇生システム

を配備してまいります。 

  安心・安全の重要な担い手であります消防団活動につきましては、引き続き消防団車

両等更新計画に基づき、多機能型消防車両や多機能型資機材の整備を計画的に進めると
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ともに、消防団支援隊の組織化と活動を支援してまいります。 

  また、災害時における避難所の機能の充実を図るため、生活物資の備蓄や防災資機材

の整備・充実を図ってまいりますとともに、「自分たちの地域は自分たちで守る」とい

う自覚と連帯感に基づき、災害時における「自助・共助」の考え方を実践していただい

ている自主防災組織については、非常時の備蓄物資や防災資機材の整備に対して、支援

を拡充してまいります。 

  町内には、６０カ所のため池がありますが、近年頻発するゲリラ豪雨や地震等により、

一たび、堤体が決壊した場合には、下流域に洪水を発生させ、生命や財産に大きな被害

をもたらすことから、これまでの点検に加え、より綿密なため池診断を本年度も引き続

き実施し、危険ため池の把握と計画的な改修を進めてまいります。 

  地域防犯につきましては、これまでより地域ボランティアによる自主的な子供の見守

りパトロールや青少年健全育成などの活動をしていただいており、おかげをもちまして

大きな事件、犯罪は発生しておりませんが、引き続き本町の地域力を生かし、地域防犯

推進ネットワーク協議会を中心にさらなる防犯意識の高揚に努めてまいります。 

  また、京都府の本年度当初予算において、老朽化している田原交番の建てかえ整備費

用を計上していただいているところであり、地域の防犯力・犯罪抑止力のさらなる向上

を図る取り組みを、地域の住民の皆さんや警察と連携を進める中で、子供たちからお年

寄りまで安心・安全に暮らすことのできる社会の実現を目指してまいります。 

  また、町内の交通安全対策につきましては、住民生活の安心・安全の確保、とりわけ

小・中学生の登下校における安心・安全を確保するため、カラー舗装の施工やオーバー

ハングによる制限速度表示など種々の交通安全対策を進めているところですが、引き続

き、事業者や地域住民の皆様、関係機関等による検討会議により、十分検討・研究を重

ね、交通事故のない安心・安全なまちづくりを推進してまいります。 

  次に、地域福祉対策プロジェク卜であります。 

  まず、子育て支援医療費につきましては、引き続き出生から義務教育修了までの間を

原則無料化とし、保護者負担の軽減を図り、安心して子供を生み育てる環境づくりを推

進してまいります。 

  また、安心して子供を保育所にお預けいただけるよう、町立保育所を改修し、保育室

を増床することで、保育所施設機能のより一層の充実を図ってまいります。 

  一方、本年度も高齢者の生涯学習の拠点となる総合文化センターや体育施設の使用料

や自主事業への入場料の無料化、高齢者向けの自主事業の開催など、高齢者の学びや健
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康増進などの活動を一層支援してまいります。 

  また、本年度から、高齢者世帯や障害を持った方がおられる世帯などに対し、急病な

どの際に、駆けつけた救急隊員らに持病やかかりつけの病院などの必要な情報をより早

く確実に知らせる用紙を入れたプラスチックボトル「うじたわら安心のボトル」を区・

自治会や民生児童委員の御協力をいただく中で配布し、もしもの際の安心・安全対策の

強化を図ってまいります。 

  障害を持った方が住みなれた地域社会で自立した生活と自己実現を図ることは大きな

願いであります。このため、居宅介護や通所などの障害福祉サービスはもとより、コミ

ュニケーション支援や移動支援などの地域生活支援事業の充実により、障害者の自立を

支援していくとともに、障害者ケアホームの運営支援や、仕事支援を行い、障害者の生

きがいと生活の向上・充実を推進してまいります。 

  なお、奥山田区・湯屋谷区バス運営委員会において運営されていますコミュニティバ

スにつきましては、本年度予定されています運行ルート拡充に伴う経費に対しまして支

援を行ってまいります。 

  次に、「健康長寿プロジェクト」であります。 

  健康づくりは、住民の皆様お一人お一人が各自の健康観に基づいて取り組んでいただ

く課題でありますが、現代においては社会全体で健康づくりを積極的に支援する環境づ

くりが重要となっています。 

  本町では、健康増進の体系的かつ具体的な対策を進める指針となる「健やかうじたわ

ら２１プラン」や生涯スポーツにおける健康増進を目指した「宇治田原町生涯スポーツ

振興プラン」等に基づき、「栄養」、「運動」、「保健・予防」を中心に、住民の皆様

の自発的な健康増進への取り組みを支援し、生涯にわたって生き生きと過ごすことので

きる健康づくりを進めてまいります。 

  まず「栄養」の面からは、食による健康づくりを推進するため、子育て世代や親子な

どを対象とした体験型の料理教室を開催し、単に食育だけでなく家族の触れ合いを通し

て、健康増進への取り組みを推進してまいります。 

  「運動」の面からは、住民の皆様の健康づくりを推進するため、四季を通じた水中ウ

オーキング・エクササイズを支援してまいります。 

  「保健・予防」の面からは、子供たちを守るワクチン接種をはじめとする各種予防接

種を実施するとともに、乳幼児のインフルエンザワクチンや高齢者の肺炎球菌ワクチン

の接種については、引き続き接種費用に対して支援を行ってまいります。 
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  また、夏場における高齢者の熱中症予防につきましては、本年度も涼感グッズの配布

等を通じて、その対策を図ってまいりますとともに、「健康づくり応援・買い物ポイン

ト事業」をＵＰカード会と連携して取り組み、住民の皆様の各種健康増進事業・教室へ

の積極的な参加を促進してまいります。 

  ひとり暮らしの高齢者などを対象とした福祉サービスにつきましては、制度周知に努

める中で、自立と生活の質の確保を図りますとともに、要支援・要介護の進行を抑える

ために、一人一人の状況に応じた、きめ細かな介護予防対策に努め、在宅しながら地域

で自立した生活が送れるよう支援してまいりたいと考えています。 

  次に、「子どもを育むプロジェク卜」であります。 

  本町においては、小学校の児童のほとんどが維孝館中学校へ進学する状況から、実質

的に小中一貫教育を可能とする土壌があります。 

  先般、学識経験者等による「小中連携・一貫教育あり方検討会議」から答申を受けま

したが、そのまとめの「『ふるさと宇治田原』を愛し、未来に羽ばたく子どもたちの育

成をめざして」に基づき、町を挙げて小学校、中学校の義務教育９年間の一貫教育のさ

らなる推進を図るため、各小・中学校の校長や教諭、保護者の皆様とともに（仮称）小

中一貫教育推進協議会を設置し、小中一貫教育のより具体的な全体推進や学園構想を協

議していただくこととしております。 

  加えて、本事業のコーディネーターを配置し、各学校間の相互交流や３校連携、小中

一貫教育に向けての取り組みを円滑に推進してまいります。 

  今日のグローバル社会においては、幼少のころより国際感覚や英語能力を身につける

ことが大変重要となっています。 

  本年度から、英語指導助手を現在の１名の配置から２名に増員し、各小・中学校及び

保育所等への指導時間数を拡充を図り、子供たちの英語能力の向上や異文化への理解を

深めていけるよう取り組んでまいります。 

  一方、発達障害を持つ子供たちが、個性を生かし、生き生きと学んでいけるよう、特

別支援補助教員を配置し、一人一人の状況に応じたきめ細やかな指導を行うとともに、

保護者の皆様にも安心して子供を預けていただけるよう教育相談等コーディネーター活

動の充実を図ってまいります。 

  また、学校給食における食の安全を図るため、調理した給食を衛生的に子供たちに届

けられるよう、保冷機能を備えた給食用車両等を購入し、安心・安全な学校給食環境の

整備に取り組んでまいります。 
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  高校生通学費補助につきましては、助成額を拡充し、保護者の皆様の経済的御負担を

軽減し、子供が安心して教育を受けることができるよう就学家庭を支援してまいります。 

  なお、旧奥山田小学校跡地利用につきましては、同小学校の旧特別教室等を改修し、

小学校敷地及び隣接する奥山田ふれあい広場を一体的に利用した「奥山田ふれあい空

間」として整備を進めてまいります。 

  奥山田小学校メモリアルルームや調理作業室、多目的会議室など子供から高齢者まで

が集える地域のコミュニティ空間として活用していただけるよう施設整備に取り組んで

まいります。 

  次に、「産業・観光プロジェク卜」であります。 

  長引く経済不況の中、町内の商店、中小企業の皆様への助成制度を引き続き実施し、

経営改善や販路開拓などを支援するとともに、町商工会が発行するプレミアム商品券に

対して補助を実施するなど、町商工会と連携し、町内商工業の活性化に取り組んでまい

ります。 

  雇用対策につきましては、京都府制度を利用して新たな雇用の場を創出するとともに、

引き続き合同就職説明会を開催し、就業の機会を創出してまいります。 

  また、中小企業に対する信用保証料・融資利子に係る補給金支援や、町内事業者が町

内在住者を正規職員として雇用する場合の支援についても引き続き実施し、旺盛な企業

活動や雇用創出を促進してまいりたいと考えています。 

  国の環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）の参加をめぐり、農林業を取り巻く環境

は依然厳しくかつ不透明ではありますが、農林業者の経営改善及び共同化等を推進し、

農林業の生産性の向上や近代化を進めてまいります。 

  なお、今春、集団茶園「宇治田原宗円の郷」での「初摘み」を迎えることとなり、こ

の機会を捉まえまして、日本緑茶発祥の地としての魅力を町内外に発信してまいります。 

  有害烏獣対策につきましては、狩猟免許取得などへの支援、住民対象の研修会の開催

などに加え、野猿対策として町猟友会と連携し、これ以上の被害拡大を防ぐため、総合

的かつ効果的な対策を図ってまいります。 

  また、町のマスコットキャラクター「茶ッピー」を、日本緑茶発祥の地としてのブラ

ンドや歴史、文化、観光、特産品など、あらゆる宇治田原町の魅力を広く町内外に発信

していくためのシンボルとして、引き続き住民の皆様と一緒にこの活用方策を検討して

まいります。 

  一方、道路整備につきましては、新名神高速道路の平成３５年の開通に向けて、京都
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府と連携を強化する中で、町内幹線道路の整備、とりわけ宇治田原山手線の整備に向け

た取り組みを促進してまいります。 

  また、京都府において進めていただいております国道３０７号奥山田バイパス、府道

宇治田原大石東線の拡幅改良についても、早期に供用開始に向け、取り組みを進めてま

いります。 

  加えて、国道３０７号宇治田原城陽間につきましては、その整備促進を京都府に強く

要望してまいりますほか、住民生活の利便性、安全性、快適性を確保するため、郷之口

湯屋谷線などの町道整備も積極的に進めてまいります。 

  次に、第４次まちづくり総合計画において「新都市創造ゾーン」と位置づけています

新市街地の土地利用につきましては、雇用の創出と産業経済の活性化を図る観点からも、

地域整備を促進してまいります。 

  次に、「環境にやさしいプロジェク卜」であります。 

  地球規模で進んでいます温暖化防止のためには、その原因となる二酸化炭素などの温

室効果ガス排出の削減が必要となっています。 

  住宅用太陽光発電システムの設置に対しては引き続き支援をしてまいりますとともに、

本年度、公用車１台をＣＯ２排出量が少ない電気自動車に更新することにあわせて、総

合文化センターに専用充電設備を設置し、一般の方にも同設備を無料開放することで、

環境に優しい電気自動車の普及促進を図ってまいります。 

  同時に、地球温暖化防止及び環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普及促進を

図るため、薪ストーブや木質ペレットストーブへの助成を引き続き実施してまいります。 

  私たちは、先人が自然と共生することを大切に育み残してくれたこの美しい緑に囲ま

れた宇治田原町の豊かな自然環境をみんなで守り、次世代へと伝えていかなければなり

ません。 

  本年度、住民の皆様、事業者、行政が一体となり、それぞれの立場でとるべき環境に

やさしい行動計画となる（仮称）第２期宇治田原町環境保全計画を策定してまいります。 

  以上、平成２５年度の町政運営に臨みます私の所信の一端と主要施策の概要につきま

して、特に重点施策と新規施策を中心に述べさせていただきました。 

  施策の推進に当たりましては、冒頭にも申し上げましたとおり、国及び山田京都府政

と協調し、３つのきずながしっかり結び合って、このまちに住む人はもちろん、町外の

人からも「好きやねん、うじたわら」と言っていただけるまちづくりに全力を尽くす決

意でございます。 
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  何とぞ、議員各位並びに住民の皆様の一層の御理解と御支援をふるさと宇治田原のま

ちづくりに賜りますようお願いを申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。 

  なお、本日、提案させていただきます議案は、表彰関係１件、平成２５年度一般会計

当初予算案をはじめとする予算関係１３件、条例関係１７件の合わせまして３１件でご

ざいます。 

  それぞれの議案内容につきましては、後ほど提案説明をさせていただきますが、どう

かよろしく御審議をいただきまして、御可決を賜りますようお願いを申し上げまして、

開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いを申し上

げます。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第４、議案第１号、宇治田原町自治功労者の表彰についてを議

題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） 議案第１号につきまして御説明を申し上げます。 

  議案第１号、宇治田原町自治功労者の表彰につきましては、奥田光治氏は、平成

１３年２月９日から平成２５年２月８日まで１２年間の長きにわたり宇治田原町長の職

をお務めいただきました。そのため、宇治田原町自治功労者表彰条例第２条第１号の規

定により、宇治田原町自治功労者として表彰申し上げたく、同条例第３条の規定に基づ

き議会の同意を求めるものでございます。 

  以上、よろしく御審議賜り、御同意いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） ないようでございますので、本案に対する質疑を終わります。 

  討論を省略し、これより本案の採決をいたしたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。 

  挙手により採決いたします。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 
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○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり同意することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１５号～議案第３１号までの一括上程、説明 

○議長（田中 修） 日程第５から日程第２１まで、議案第１５号から議案第３１号まで

の１７議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第１５号から議案第３１号までの１７議案につきま

して、説明申し上げます。 

  議案第１５号、宇治田原町暴力団排除条例を制定するにつきましては、本町の暴力団

排除に関して基本理念を定め、町及び住民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排

除のための町の施策、事業者の遵守事項その他の必要な事項を定め、暴力団の存在及び

暴力団員による不当な行為により町の行政、町内の事業活動及び住民の生活に生じる不

当な影響を排除し、住民の安全・安心で、平穏な生活の確保に資することを目的として

制定するものでございます。 

  続きまして、議案第１６号から議案第２９号までの１４議案につきましては、地域主

権改革一括法の施行に伴い、条例を制定及び改正するものです。 

  議案第１６号、宇治田原町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例を制定するにつきましては、介護保険法の改正に伴い、この中で

指定地域密着型サービスの事業の基準について、これまでは省令や大臣が定めていたも

のを市町村の条例で定めることとされたため、介護保険法第７８条の４に基づく基準を

規定し、その基準は、基本的には厚生労働省令のとおり定め、本条例を制定するもので

す。 

  ただし、各サービスの運営に関する基準において、サービスの記録の保存年限を２年

間としていますが、介護報酬の返還請求の消滅時効が５年であるため、サービス費その

他の利用料に関する記録についての保存年限を５年とする項目を追加しています。 

  続きまして、議案第１７号、宇治田原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定するにつきましては、介護保険法改正

に伴い、この中で指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準について、これまでは

省令や大臣が定めていたものを市町村の条例で定めることとされたため、介護保険法第

１１５条の１４に基づく基準を規定し、その基準は、基本的には厚生労働省令のとおり
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定め、本条例を制定するものです。 

  ただし、各サービスの運営に関する基準において、サービスの記録の保存年限を議案

第１６号の条例案と同様に５年とする項目を追加します。 

  続きまして、議案第１８号、宇治田原町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型介護予防サービス事業者の指定基準に関する条例を制定するにつきましては、介

護保険法の改正に伴い、この中で町が事業者を指定するについて、これまでは省令や大

臣が定めていたものを市町村の条例で定めることとされたため、介護保険法第７８条の

２、第１１５条の１２に基づく基準を規定し、その基準は、基本的には厚生労働省令の

とおり定め、本条例を制定するものです。 

  ただし、介護保険法第７８条の２第１項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護を行う特別養護老人ホームの入所定員については、従前の法令どおり定めます。 

  続きまして、議案第１９号、宇治田原町都市公園等の設置の基準に関する条例を制定

するにつきましては、都市計画法第３条第１項の規定により、都市公園の設置基準を、

法令で定める基準を参酌して、本条例を制定するものです。 

  内容といたしましては、都市公園を新設・改良する際における配置及び規模の基準と

公園施設の設置基準の規定をしております。 

  続きまして、議案第２０号、宇治田原町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の

設置基準に関する条例を制定するにつきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律第１３条第１項の規定により、特定公園施設の新設、増築又は改築

を行うときの移動等円滑化にかかる基準について、政令で定める基準を参酌して、本条

例を制定するものです。 

  内容といたしましては、都市公園の新設・改良する際に安全で円滑な移動等を確保す

るため、園路、広場、駐車場等の設置基準及び構造に関する技術基準を規定しておりま

す。 

  続きまして、議案第２１号、宇治田原町道路の構造の技術的基準に関する条例を制定

するにつきましては、道路法第３０条第３項の規定により、道路を新設し、又は改築す

る場合における構造の技術的基準を、政令で定める基準を参酌して、本条例を制定する

ものです。 

  内容といたしましては、町道における幅員、線形、勾配等に関する技術基準を規定し

ております。 

  続きまして、議案第２２号、宇治田原町道路標識の寸法に関する条例を制定するにつ



１８ 

きましては、道路法第４５条第３項の規定により、本町管理道路に設ける道路標識のう

ち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法について、政令で

定める基準を参酌して、本条例を制定するものです。 

  内容といたしましては、町道における道路標識の寸法に関する基準を規定しておりま

す。 

  続きまして、議案第２３号、宇治田原町移動等円滑化のために必要な道路の構造基準

に関する条例を制定するにつきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第１０条第１項の規定により、本町管理道路の整備について、政令で定める

基準を参酌して、本条例を制定するものです。 

  内容といたしましては、歩道、立体横断施設等の整備基準を規定しております。 

  続きまして、議案第２４号、宇治田原町準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関

する条例を制定するにつきましては、河川法第１２条第２項の規定により、河川管理の

技術的基準について、政令で定める基準を参酌して、本条例を制定するものです。 

  内容といたしましては、堤防、床止め、水門及び樋門、橋、伏せ越しについての技術

基準の規定をしております。 

  続きまして、議案第２５号、宇治田原町営住宅等の整備基準に関する条例を制定する

につきましては、公営住宅法第５条の規定により、公営住宅等の整備基準について、政

令で定める基準を参酌して、本条例を制定するものです。 

  内容といたしましては、町営住宅を新設・改良する場合の設備基準を規定しておりま

す。 

  続きまして、議案第２６号、宇治田原町水道布設工事監督者の設置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例を制定するにつきましては、水道法第

１２条及び第１９条の改正に伴い、水道法で一律に定められていた水道布設工事監督者

及び水道技術管理者の基準について、法令等を参酌して、地域の実情に合わせて条例で

定めることとされたため、本条例を制定するものです。 

  続きまして、議案第２７号、宇治田原町水道事業の剰余金の処分等に関する条例を制

定するにつきましては、地方公営企業法第３２条の改正に伴い、水道事業会計の剰余金

の処分等について一律に定められていた基準が廃止され、その基準及び方法を明確にす

るため、本条例を制定するものです。 

  続きまして、議案第２８号、宇治田原町公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処

理場の維持管理基準に関する条例を制定するにつきましては、下水道法第７条及び第
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２１条の改正に伴い、下水道法等で一律に定められていた公共下水道の構造及び維持管

理の基準について、法令等を参酌して、地域の実情に合わせて条例で定めることとされ

たため、本条例を制定するものです。 

  続きまして、議案第２９号、宇治田原町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を制定するにつきましては、公営住宅法施行令が改正されたことにより、

条例に所要の改正を行うものでございます。 

  内容といたしましては、政令で規定されていた入居者基準を条例に位置づけるもので

ございます。なお、改正後の入居者基準については、従前の基準と同基準としておりま

す。 

  続きまして、議案第３０号、宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例等の一部を改正する条例を制定するにつきましては、地域社会におけ

る共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律が平成２４年６月２７日に公布され、また同法の施行に必要な政省令等が平成

２５年１月１８日に公布・告示されたことを受け、平成２５年４月１日を施行日として

障害者自立支援法及び関係政省令等に引用される法の名称が「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」に改正されること等に伴い、本則内に当該法律

等の名称及び条文の記載がある関係３条例について、文言の整理等の一部改正を行うも

のです。 

  続きまして、議案第３１号、宇治田原町都市公園条例の一部を改正する条例を制定す

るにつきましては、有料公園施設の名称を整理するとともに、利用者ニーズに応えるた

め、トレーニングルームの使用時間帯区分について所要の改正を行うものでございます。 

  以上、よろしく御審議、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となりました１７議案につきましては、本日は説明

にとどめ、質疑は次回といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、質疑は次回とすることに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第２号～議案第７号までの一括上程、説明 

○議長（田中 修） 日程第２２から日程第２７まで、議案第２号から議案第７号までの

６議案を一括議題といたします。 
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  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、議案第２号から議案第７号までの６議案につきまして御

説明申し上げます。 

  議案第２号、平成２４年度宇治田原町一般会計補正予算（第５号）につきましては、

国の緊急経済対策に基づく大型補正予算に対応するため、平成２５年度以降に予定して

いた公共事業等を前倒し実施する経費を追加するとともに、各種事業の決算見込みに伴

い補正するものであり、補正額は４億１，４０２万４，０００円を追加し、補正後の予

算総額を４３億５，２６０万１，０００円とするものです。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算補正」の歳入につきまして、その主なものを御説明申

し上げます。 

  町税では、町民税１，０４４万５，０００円、固定資産税１，２００万円を追加し、

合計で２，２４４万５，０００円を追加しています。 

  地方特例交付金では、８４７万１，０００円を減額しています。 

  地方交付税では、普通交付税１，５９９万９，０００円を減額しています。 

  分担金及び負担金では、集団茶園整備事業分担金３，４５０万円、現年度保育料

１３７万３，０００円などを追加し、合計で３，５８１万７，０００円を追加していま

す。 

  使用料及び手数料では、戸籍等手数料６２万１，０００円の減額など、合計で８５万

８，０００円を減額しています。 

  国庫支出金では、防災・安全交付金１億３，２１１万円、農業体質強化基盤整備事業

補助金４，４００万円、地域の元気臨時交付金２，７９９万円などを追加するとともに、

障がい者自立支援給付費等負担金５３１万８，０００円、公共土木施設災害復旧費負担

金１３０万８，０００円などを減額し、合計で２億１５万６，０００円を追加していま

す。 

  府支出金では、災害に強い森づくり事業委託金３，０００万円、農業体質強化基盤整

備促進事業補助金６００万円などを追加するとともに、茶園環境改善事業補助金

５１４万３，０００円、障がい者自立支援給付費等負担金２５０万９，０００円、緊急

雇用創出事業補助金２３７万円などを減額し、合計で２，３３１万９，０００円を追加

しています。 

  財産収入では、財政調整基金利子収入８５万９，０００円、町有林樹木伐採売払収入

６５万５，０００円などを追加し、合計で１６３万６，０００円を追加しています。 
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  寄附金では、社会福祉寄附金１０万円を追加するなど、合計で１１万円を追加してい

ます。 

  繰入金では、地域づくり振興基金繰入金１，５９０万円、財政調整基金繰入金

１，０００万円などを減額し、合計で２，６９６万円を減額しています。 

  諸収入では、京都府後期高齢者医療広域連合分賦金返還金６９７万８，０００円など

を追加するとともに、退職消防団員報償金３７８万２，０００円などを減額し、合計で

３２２万９，０００円を追加しています。 

  町債では、防災対策事業債１億１４０万円、道路橋りょう改良舗装事業債

７，９００万円などを追加するとともに、公共土木施設災害復旧事業債８０万円を減額

し、合計で１億７，９６０万円を追加しています。 

  次に、歳出につきまして、その主なものを御説明申し上げます。 

  総務費では、国の緊急経済対策に基づく交付金を活用し、全国瞬時警報システム自動

起動機整備事業費５２５万円を追加するとともに、決算見込みに伴う補正として、災害

時避難所等物資整備事業費３２５万５，０００円、ＩＴ化推進事業費３０２万

７，０００円、被災者住宅等再建支援事業費３００万円などを減額し、合計で

１，２５７万４，０００円を減額しています。 

  民生費では、決算見込みに伴う補正として、保育所運営費３３９万２，０００円、障

がい者自立支援給付等事業費２６０万２，０００円などを追加するとともに、子どもの

ための手当支給事業費７００万３，０００円、介護保険特別会計繰出金２２９万

２，０００円などを減額し、合計で１７５万７，０００円を減額しています。 

  衛生費では、決算見込みに伴う補正として、城南衛生管理組合負担金９５３万

７，０００円、高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業費１００万円などを減額し、合計

で１，２０２万４，０００円を減額しています。 

  労働費では、決算見込みに伴う補正として、町内雇用促進事業費６０万２，０００円、

雇用対策事業費３１万３，０００円を減額し、合計で９１万５，０００円を減額してい

ます。 

  農林水産業費では、西ノ山集団茶園の基盤整備に係る国庫補助金等を活用し、防霜フ

ァン及び排水機能改良工事費として、集団茶園整備事業費９，０００万円を追加すると

ともに、災害の再発防止対策を講じるため、府委託金を活用し、治山施設に堆積した土

砂・流木の除去工事費として、災害に強い森づくり事業費３，０００万円を追加してい

ます。 
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  また、決算見込みに伴う補正として、高級茶生産振興事業費４４６万９，０００円、

町単費土地改良事業補助金３５５万１，０００円、農林業振興事業補助金２５０万円な

どを減額し、合計で１億３４３万８，０００円を追加しています。 

  商工費では、決算見込みに伴う補正として、消費者相談事業費２０万５，０００円を

追加するとともに、商工会指定事業等助成金５０万円、企業誘致促進事業費２１万

６，０００円などを減額し、合計で５７万６，０００円を減額しています。 

  土木費では、国の緊急経済対策に基づく交付金や地方債を活用し、防災・安全社会資

本整備事業費２億６，０００万円を追加しています。 

  また、決算見込みに伴う補正として、公共下水道事業特別会計繰出金５９４万

７，０００円などを追加するとともに、河川費一般管理費５９０万円などを減額し、合

計で２億５，８９４万９，０００円を追加しています。 

  消防費では、国の緊急経済対策に基づく地方債を活用し、京田辺市消防本部が実施す

る消防救急無線デジタル化事業に伴う本町負担経費として、消防救急無線デジタル化事

業費１億１４５万円を追加するとともに、決算見込みに伴う補正として、団員報酬等及

び支部活動補助金３９５万６，０００円、消防事務委託費２６４万７，０００円などを

減額し、合計で９，０７０万２，０００円を追加しています。 

  教育費では、決算見込みに伴う補正として、就学援助・奨励事業費について小学校費

及び中学校費を合わせて４８万５，０００円追加するとともに、幼稚園教育振興費

１８１万３，０００円、部活動等大会出場助成事業費５８万３，０００円などを減額し、

合計で４３４万３，０００円を減額しています。 

  災害復旧費では、決算見込みに伴う補正として、公共土木施設災害復旧費２１万円を

減額しています。 

  公債費では、決算見込みに伴う補正として、長期債元金償還金３０万４，０００円を

追加するとともに、長期債利子償還金６９７万円を減額し、合計で６６６万

６，０００円を減額しています。 

  次に、「第２表 繰越明許費」につきましては、全国瞬時警報システム自動起動機整

備事業費をはじめ、防災・安全社会資本整備事業費、消防救急無線デジタル化事業費に

ついては、先月２６日に成立した国の緊急経済対策に基づく補正予算に対応するもので

あり、年度内の事業完了が困難であることから、所要額を翌年度へ繰り越すものです。 

  集団茶園整備事業費については、国の平成２４年度予備費を活用した経済対策に基づ

き、本年１月に国庫事業に採択されたものであり、年度内の事業完了が困難であること
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から、所要額を翌年度へ繰り越すものです。 

  災害に強い森づくり事業費については、近隣山林所有者との調整等に不測の期間を要

したところから、年度内の事業完了が困難となり、所要額を翌年度へ繰り越すものです。 

  主要町道新設改良事業費については、用地買収に係る地権者交渉に不測の期間を要し

たことから、年度内の用地買収の完了及び工事着手が困難となり、所要額を翌年度へ繰

り越すものです。 

  また、災害復旧費については、国の災害査定に基づく復旧事業として、本年２月の事

業承認により、本年度内の事業完了が困難であることから、所要額を翌年度へ繰り越す

ものです。 

  次に、「第３表 地方債補正」につきましては、防災対策事業債及び道路橋りょう改

良舗装事業債については、国の緊急経済対策に基づく地方債を活用するため、既定の限

度額を増額するものであり、公共土木施設災害復旧事業債について、工事完了に伴う事

業費確定により、起債対象額が減額したため、既定の限度額を減額するものです。 

  続きまして、議案第３号、平成２４年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第４号）につきましては、補助金並びに拠出金等の確定及び執行済事業

に係る予算額の精査を行った結果、２，４５７万３，０００円を減額し、補正後の予算

総額を１１億１，７３０万円とするものです。 

  歳入では、諸収入６８万７，０００円を追加するとともに、国庫支出金１９６万

３，０００円、療養給付費等交付金２５０万４，０００円、府支出金３９万円、共同事

業交付金１，９７９万円、繰入金６１万３，０００円を減額し、歳出では、総務費６万

３，０００円、保険給付費１，６７７万４，０００円、共同事業拠出金４３１万

９，０００円、保健事業費１６６万３，０００円、公債費９５万４，０００円、諸支出

金８０万円を減額しています。 

  続きまして、議案第４号、平成２４年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第

３号）につきましては、保険給付費の決算見込みなどに伴い、補正を行うものです。 

  まず、保険事業勘定では、補正額は９２６万３，０００円を減額し、補正後の予算総

額を６億８，２７９万４，０００円とするものです。 

  歳入では、保険料６７７万７，０００円、繰入金４０１万８，０００円を追加し、国

庫支出金９２２万３，０００円、支払基金交付金１，０７４万６，０００円、府支出金

８万１，０００円などを減額しています。 

  歳出では、総務費４３万２，０００円、保険給付費２９７万７，０００円、地域支援
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事業費１５８万３，０００円、基金積立金４２７万１，０００円を減額しています。 

  次に、介護サービス事業勘定では、事業費の決算見込みに伴い、補正額は４３万

７，０００円の追加となり、補正後の予算総額を２９３万７，０００円とするものです。 

  続きまして、議案第５号、平成２４年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）につきましては、事業費の確定などに伴い、補正を行うもので、補

正額は６８万６，０００円を減額し、補正後の予算総額を９，６４４万４，０００円と

するものです。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算補正」については、歳入では、分担金及び負担金

１，７０５万１，０００円、寄附金１５万円を追加し、使用料及び手数料３２万

３，０００円、国庫支出金１６万４，０００円、町債１，７４０万円を減額するととも

に、歳出では、維持管理費１２万３，０００円を追加し、配水管移設事業費８０万

９，０００円を減額しています。 

  次に、「第２表 地方債補正」については、事業費について、起債対象額が減額した

ため、起債の限度額を減額するものです。 

  続きまして、議案第６号、平成２４年度宇治田原町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）につきましては、国の汚水処理施設整備交付金の追加内示に伴う公共下水道

面整備工事の事業費などを追加するとともに、各種事業の決算見込みに伴い、補正する

もので、補正額は７，９３９万７，０００円を追加し、補正後の予算総額を６億

２，５００万円とするものです。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算補正」については、歳入では、国庫支出金

３，４００万円、繰入金５９４万７，０００円、諸収入４０９万円、町債３，８１０万

円を追加するとともに、分担金及び負担金１２７万円、使用料及び手数料１４７万円を

減額し、歳出では、総務費９０万円、公共下水道事業費８，０５０万円を追加するとと

もに、公債費２００万３，０００円を減額しています。 

  次に、「第２表 繰越明許費」については、公共下水道管渠整備について、国の補正

予算に対応するものなどであり、本年度内の事業完了が困難であることから、所要額を

翌年度に繰り越すものです。 

  次に、「第３表 地方債補正」については、公共下水道事業費について、国の補正予

算に基づく地方債を活用するため、既定の限度額を増額するものです。 

  続きまして、議案第７号、平成２４年度宇治田原町水道事業会計補正予算（第２号）

につきましては、決算見込みに伴い、補正するものです。 
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  まず、収益的収入及び支出については、水道事業収益で６９１万７，０００円を減額

し、補正後の予算総額を１億９，９２２万８，０００円に、水道事業費用で３１６万

８，０００円を追加し、補正後の予算総額を１億９，１８０万２，０００円とするもの

です。 

  水道事業収益では、営業収益で給水収益６１１万円、営業外収益で受取利息８０万

７，０００円など、それぞれを減額しています。 

  水道事業費用の営業費用では、総係費１２２万２，０００円を減額しています。 

  また、営業外費用では消費税３５０万４，０００円、特別損失では過年度損益修正損

８８万６，０００円をそれぞれ追加しています。 

  次に、資本的収入及び支出については、資本的収入で２，７８６万９，０００円を減

額し、補正後の予算総額を４，２４３万９，０００円に、資本的支出で４２７万

９，０００円を減額し、補正後の予算総額を２億４，６１０万円とするものです。 

  資本的収入では、分担金３２０万円などを追加しています。 

  資本的支出では、建設改良費で配水設備改良費１１５万１，０００円を追加し、拡張

事業費５４３万円を減額しています。 

  以上、よろしく御審議を賜り、御可決いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となりました６議案につきましても、本日は説明に

とどめ、質疑は次回といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、質疑は次回とすることに決しました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

  １１時４０分から会議を再開いたします。 

休  憩   午前１１時２９分 

再  開   午前１１時４０分 

○議長（田中 修） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第８号～議案第１４号の一括上程、説明 

○議長（田中 修） 日程第２８から日程第３４まで、議案第８号から議案第１４号まで

の７議案を一括議題といたします。 

  提出者より提案理由の説明を求めます。町長。 
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○町長（西谷信夫） それでは、議案第８号から議案第１４号まで７議案につきまして御

説明を申し上げます。 

  議案第８号、平成２５年度宇治田原町一般会計予算につきましては、国の緊急経済対

策に基づく臨時交付金をはじめ、京都府のみらい戦略一括交付金や財政調整基金を活用

することにより、６つの重点プロジェクトである「安心・安全」、「地域福祉」、「健

康長寿」、「子育て・教育」、「産業・観光」、「環境保全」を牽引・推進する事業に

対して、積極的にかつ重点的に予算配分を行い、前年対比２．９％増、金額にして１億

１，０００万円増の予算総額３８億６，９００万円の新年度予算を編成したところでご

ざいます。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」でございますが、歳入につきましては、平成２５年

度地方財政計画に見込まれている数値や前年度の収入見込額等をもとに、適正な歳入見

積額の算定に努め、収支の均衡を図り、予算を計上しています。 

  町税は、前年度収入見込額や今後の景気動向等を考慮し、２．１％増の１５億

２，０８４万５，０００円を計上しています。 

  地方譲与税は、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税等を合わせたものであり、前

年度収入見込額及び地方財政計画をもとに算定し、全体で４．７％減の４，３００万円

を計上しています。 

  地方消費税交付金などの各種交付金は、前年度収入見込額及び地方財政計画をもとに

算定し、合計で７％減の１億６，８９０万円を計上しています。 

  地方交付税については、国の地方財政計画において、地方公務員の給与減額を前提と

した交付税の削減が示されたこと、また町税等の増収による基準財政収入額の増加を考

慮の上で推計し、普通交付税は１０．３％減、７億円で見込むとともに、特別交付税を

前年度同額の１億２，０００万円で見込み、交付税全体では８．９％減の８億

２，０００万円を計上しています。 

  分担金及び負担金は、災害復旧事業に係る分担金の減などにより、８．２％減の

５，０１５万円を計上しています。 

  使用料及び手数料は、道路占用料や戸籍等手数料、町営住宅や住民体育館等の施設使

用料などであり、前年度収入見込額等をもとに算定し、０．４％減の４，８８５万

７，０００円を計上しています。 

  国庫支出金は、緊急経済対策に基づく地域の元気臨時交付金の配分による増加などに

より、３５．１％増の３億１，９４２万７，０００円を計上しています。 
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  府支出金は、子宮頸がん等のワクチン接種促進補助金や妊婦健康診査補助金の一般財

源化による減額の影響などにより、９．９％減の２億６，０１０万５，０００円を計上

しています。 

  財産収入は、各種基金の運用利子などであり、前年度収入見込額等をもとに算定し、

２４．６％減の８２９万１，０００円を計上しています。 

  寄附金は、公共施設整備寄附金などであり、前年度同額の１００万２，０００円を計

上しています。 

  繰入金は、歳入不足を補うため、財政調整基金繰入金１億７，０００万円を計上する

とともに、事業の特定財源として、地域づくり振興基金繰入金３，５１５万円、公共施

設整備基金繰入金９９０万円、地域福祉振興基金繰入金７１７万円等を計上し、繰入金

全体では１９３．９％増の２億２，３２６万８，０００円を計上しています。 

  繰越金は、決算剰余金が生じた場合、翌年度の財源として繰り越すものとして、

１，０００万円を計上しています。 

  諸収入は、前年度収入見込額等をもとに算定し、４．９％減の４，８２５万

５，０００円を計上しています。 

  町債は、地方交付税の代替措置として発行する臨時財政対策債を３．８％増の２億

６，０４０万円を計上しています。 

  また、道路橋りょう改良舗装事業債などの建設事業債は、２４年度３月補正予算に公

共事業を大幅に前倒しした影響により、２４．７％減の８，６５０万円を計上し、町債

全体では５．２％減の３億４，６９０万円を計上しています。 

  次に、歳出ですが、議会費では、議員報酬や議会の活動に要する経費など

７，６３１万６，０００円を計上しています。 

  総務費では、総務管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳費、選挙費、統計調査費、監査

委員費の６項目で、４億６，１９２万７，０００円を計上しています。 

  総務管理費では、３億４，４３４万７，０００円を計上しています。 

  経費の内容としましては、住民協働によるまちづくりを推進するため、ともに創るま

ちづくり推進事業をはじめ、奥山田考房・里づくり事業、地域活性化活動への助成事業

に要する経費を計上するとともに、人権政策や男女共同参画の推進、国際交流事業や平

和推進啓発事業、職員研修やＩＴ化の推進に要する経費などを計上しています。 

  また、安心・安全なまちづくりを推進するため、避難所に生活物資や防災資機材を配

備する経費をはじめ、災害時の生活用水を町内各所に確保するため、災害時生活用水協
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力井戸登録事業費を計上し、災害対策機能の充実を図っています。 

  さらに、地域の防災力を高めるため、防災士の資格取得を支援する経費をはじめ、災

害時要援護者の避難を支援する取り組みや自主防災組織への支援に要する経費などを計

上しています。 

  そのほか、コミュニティバス運行管理補助金については、運行ルートを拡充するため、

補助金の増額経費を計上するほか、住民協働の核となる区・自治会の活動を支援する経

費や、犯罪被害者等支援事業費、集会所等整備事業補助金などを計上しています。 

  徴税費では、京都地方税機構負担金や固定資産評価整備事業費など７，０２０万

４，０００円を計上しています。 

  戸籍住民基本台帳費では、戸籍電算化導入事業費や住民基本台帳ネットワークシステ

ムの運営経費など３，８７４万３，０００円を計上しています。 

  選挙費では、選挙管理委員会の運営経費をはじめ、本年７月の参議院議員通常選挙に

要する経費など７７０万３，０００円を計上しています。 

  統計調査費では、各種指定統計調査費として、工業統計調査などに要する経費６０万

２，０００円を計上しています。 

  監査委員費では、町の財務執行や出納管理などの監査に要する経費として、３２万

８，０００円を計上しています。 

  民生費では、社会福祉費、児童福祉費の２項目で１１億４，１９４万１，０００円を

計上しています。 

  社会福祉費では、７億７，６５９万６，０００円を計上しています。経費の内容とし

ましては、高齢者等の安心・安全を図るため、緊急時に迅速に救急活動が行えるよう、

かかりつけ医療機関や持病などの必要な情報を保管するためのキット「うじたわら安心

のボトル」を無料配布する経費を新たに計上しています。 

  また、高齢者福祉の充実を図るため、配食や移送サービスの提供など高齢者の日常生

活を支援する事業をはじめ、高齢者の交流の場づくりに対する助成支援、敬老会の開催

や敬老祝い金の支給、高齢者の熱中症対策に要する経費などを計上し、本町独自の高齢

者施策を実施します。 

  さらに、出生から中学校修了まで医療費助成を行う子育て支援医療費支給事業を継続

するとともに、障害者ケアホームや小規模通所授産施設への運営支援、障害者仕事支援

事業、福祉バス運行事業、福祉応援金支給事業、くらしの資金貸付事業など、本町独自

に展開する福祉施策に要する経費を計上し、さらなる福祉の充実を図ります。 



２９ 

  そのほか、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計への

繰出金をはじめ、障害者自立支援給付等事業費や老人医療費支給事業費、後期高齢者医

療事業費など、制度上必要な経費のほか、老人福祉センターの運営経費などを計上して

います。 

  児童福祉費では、３億６，５３４万５，０００円を計上しています。経費の内容とい

たしましては、低年齢児保育のニーズに対応するため、正規保育士１名の増員経費を計

上するとともに、町立保育所の保育スペースを増床する改修経費を新たに計上するほか、

発達障害児等に個別に対応するため、加配臨時保育士の増員を含めた保育所運営費を計

上するなど、子育て支援の充実を図っています。 

  また、昨年８月の「子ども・子育て関連３法」の成立を受け、地域の子供・子育て支

援を総合的に推進するための計画策定経費を新たに計上するほか、児童手当支給事業費

など、制度上必要な経費を計上しています。 

  さらに、地域ぐるみの子育て支援を推進するため、ファミリー・サポート事業をはじ

め、地域子育て支援センター事業や子育て短期支援事業、家庭支援カウンセリング事業

などに要する経費を計上しています。 

  衛生費では、保健衛生費、清掃費の２項目で３億４，５４３万９，０００円を計上し

ています。 

  保健衛生費では、１億５，４７０万９，０００円を計上しています。保健衛生関係経

費の内容としましては、健康長寿のまちづくりを推進するため、食育体験教室の開催経

費を新たに計上するとともに、健康づくり「買い物ポイント」事業、スリムで健康事業

など、本町独自事業に要する経費をはじめ、母子保健事業や健康増進事業、妊婦健康診

査への助成支援など、住民の健康増進を図る経費を計上しています。 

  また、重大疾病の早期発見・治療を図るため、節目のがん検診推進事業や脳の疾患早

めの発見検診助成事業をはじめ、高齢者人間ドック事業、各種がん検診事業など各種検

診事業に要する経費を計上しています。 

  さらに、本町独自の感染症予防対策として、高齢者肺炎球菌ワクチン及び乳幼児イン

フルエンザワクチン接種助成事業に要する経費を計上するとともに、子供の細菌性髄膜

炎を予防するヒブワクチンをはじめ、小児用肺炎球菌ワクチンや子宮頸がん予防ワクチ

ンの接種助成事業など、各種予防接種事業に要する経費を計上しています。 

  そのほか、水道事業会計負担金をはじめ、奥山田地区簡易水道事業特別会計繰出金な

どを計上しています。 
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  環境衛生関係経費の内容につきましては、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの普

及・促進を図るため、公用車に電気自動車を導入する経費や無料開放する充電スタンド

の設置経費を新たに計上するほか、薪・木質ペレットストーブ設置補助金や住宅用太陽

光発電システム設置補助事業に要する経費などを計上しています。 

  また、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして、住民・事業者・行政が協働し、

環境にやさしいまちづくりを推進する環境保全計画の策定経費を新たに計上するほか、

住民の自主的な環境活動を促進する経費を計上するとともに、ごみの減量化・再資源化

を図るため、生ごみ処理機等購入補助事業や古紙等の再生資源回収の取り組みへの助成

経費などを計上しています。 

  そのほか、生活環境の保全を図るため、環境保全調査事業や不法投棄対策事業、合併

処理浄化槽設置整備事業などに要する経費を計上しています。 

  清掃費では、不燃物収集事業や資源化物収集事業などに要する経費をはじめ、ごみ処

理に要する城南衛生管理組合への負担金など、１億９，０７３万円を計上しています。 

  労働費では、雇用対策として、町内企業の正規職員雇用を促進する助成経費をはじめ、

合同就職説明会の開催経費を計上するとともに、厳しい経済情勢の影響により離職を余

儀なくされた求職者に対し、府補助金を活用して就業の場を提供する緊急雇用創出事業

費など、２，３０９万４，０００円を計上しています。 

  農林水産業費では、農業費、林業費、水産業費の３項目で９，４７４万３，０００円

を計上しています。 

  農業費では、６，９３０万４，０００円を計上しています。経費の内容としましては、

本町の主要産業である茶業の振興を図るため、茶園造成も補助対象とする農林業振興事

業費補助金をはじめ、高品質な玉露・てん茶の生産に要する被覆棚整備や荒廃茶園の改

植に対する補助事業に要する経費を計上しています。 

  また、良質な宇治田原茶を町内外に広くＰＲするため、西ノ山集団茶園における初摘

み体験イベントの開催経費を新たに計上するほか、出品茶対策に要する経費などを計上

しています。 

  そのほか、耕作放棄地の拡大防止を図るため、急傾斜地にある田畑への直接支払交付

金や町単費による転作助成経費を計上するとともに、農業の担い手対策や野菜経営の安

定化対策、戸別所得補償制度に要する経費、農業委員会運営費、農業振興地域整備計画

の改定経費などを計上しています。また、洪水被害の未然防止を図るため、農業用ため

池の安全診断に要する経費を計上するほか、農地の生産性を高めるため、町単費土地改
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良事業補助金に要する経費や、過疎・高齢化に伴い低下する集落機能の維持・向上を図

るため、中山間地域における集落共同活動の支援事業や都市地域との交流事業に要する

経費を計上しております。 

  林業費では、２，５２８万９，０００円を計上しています。経費の内容といたしまし

ては、健全な森林環境の保全を図るため、間伐及び間伐材の搬出、森林作業道の整備な

ど造林整備に対する各種補助金をはじめ、企業との協働によるモデルフォレスト事業や

林道補修に要する経費を計上するとともに、林業の活性化を図るため、町内産材を学校

備品に活用する取り組みや林業のつどいの開催に要する経費などを計上しています。 

  また、有害鳥獣対策として、猟友会や地域住民、関係機関との連携・協力のもとで取

り組む有害鳥獣の駆除や被害防止に要する経費のほか、狩猟免許取得に対する助成経費

などを計上しています。 

  水産業費では、漁業組合助成金１５万円を計上しています。 

  商工費では、４，６６１万７，０００円を計上しています。商工関係経費の内容とし

ましては、厳しい経営環境下にある町内の商店・企業を支援するため、販売促進や販路

開拓等の経営改善の取り組みに対する助成経費をはじめ、町商工会によるプレミアム商

品券発行事業に対する助成経費を計上するとともに、企業の負担を軽減し、経営の安定

化を図るため、信用保証料や融資利子に対する助成支援や経営指導を実施する商工会へ

の助成に要する経費を計上しております。 

  また、町内への企業立地を促進するため、企業誘致促進事業に要する経費を計上して

おります。 

  観光関係経費の内容につきましては、現在閉鎖中のくつわ池山の家を撤去し、多目的

広場として整備する経費を新たに計上するとともに、自然・歴史・文化など宇治田原の

魅力を広くＰＲするため、スタンプラリー実施経費などを計上しております。 

  土木費では、土木管理費、道路橋りょう費、河川費、住宅費、都市計画費の５項目で

４億６，７０４万９，０００円を計上しております。 

  土木管理費では、職員人件費など一般管理経費３，２３３万円を計上しております。 

  道路橋りょう費では、１億９，１７９万７，０００円を計上しております。経費の内

容といたしまして、平成３５年完成予定の新名神高速道路の建設に合わせ、宇治田原山

手線の整備を促進するため、山手線の未整備区間に係る現地測量調査費を計上するとと

もに、山手線の整備効果を高めるため、沿線未利用地に係る土地利用計画策定の経費を

計上しております。 
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  また、主要町道の計画的な整備を図り、住民生活の利便性・安全性・快適性を確保す

るため、郷之口湯屋谷線の道路拡幅改良工事に要する経費を計上するほか、町内各所の

生活道路の改良に要する経費を計上しています。 

  そのほか、交通安全対策として、夜間やカーブ地点での道路の安全性を高めるため、

安全灯やカーブミラーの新設・補修に要する経費を計上したほか、朝夕の交通量が増大

している町道における交通安全対策に要する経費や、生活道路等緊急安全対策事業費、

児童生徒の通学時における交通安全指導員の配置経費などを計上しています。 

  河川費では、町管理河川のしゅんせつや維持補修に要する経費１５５万円を計上し、

住宅費では、町営住宅の維持管理費、空き住戸の撤去費４００万６，０００円を計上し

ています。 

  都市計画費では、木造住宅の耐震診断及び改修助成費を計上するとともに、新名神高

速道路建設促進対策費や都市公園の維持管理費、公共下水道事業特別会計繰出金など、

合わせて２億３，７３６万６，０００円を計上しております。 

  消防費では、２億６，３９９万５，０００円を計上しております。経費の内容といた

しましては、京田辺市消防本部に消防事務を委託する経費を計上するとともに、宇治田

原分署に配備している救急自動車の更新経費を新たに計上するほか、分署施設の維持管

理費などを計上しております。 

  また、消防団活動に要する経費をはじめ、消防団の多機能型消防車両を配備する経費

を計上するとともに、消防団車両や消防設備等の維持管理費のほか、消防団支援隊活動

事業費や防火ポスターコンクール事業費などを計上しています。 

  教育費では、教育総務費、小学校費、中学校費、社会教育費、保健体育費の５項目で

５億２，３０３万６，０００円を計上しております。 

  教育総務費では、１億２，１１７万７，０００円を計上しています。経費の内容とい

たしましては、小中一貫教育を推進するため、臨時教員の増員経費をはじめ、小中学

校・保護者・地域住民等で構成する推進協議会の設置経費を新たに計上し、小中一貫教

育推進事業費を増額計上しています。 

  また、旧奥山田小学校の跡地利用対策として、特別教室棟を改修し、交流広場やメモ

リアルルーム、調理作業室や会議室など多目的機能を備えた交流施設の整備経費をはじ

め、隣接するふれあい広場と一体利用できるよう連絡通路の新設や耐震上問題のある旧

校舎・体育館の解体撤去費など、「奥山田ふれあい空間創造事業費」として新たに予算

計上しています。 
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  さらに、鉄軌道がない本町の地理的条件を踏まえ、本町独自施策として実施している

「高校生通学費補助金」を拡充し、バス通学者に対する補助率を３分の２に引き上げる

とともに、バス通学以外の高校生に対しても２分の１の補助を支給する経費を増額計上

するなど、高校就学支援の充実を図っています。 

  そのほか、児童生徒の英語力を高めるため、英語指導助手を１名ふやす経費を新たに

計上しています。児童生徒の読書活動の普及や国語力の向上を図るため、こども司書の

育成を図る経費や、学校図書室と町立図書館の蔵書データの共有化を図るシステム運営

経費などを計上しています。 

  また、通学路の安全確保を図るため、地域住民による見守りパトロール隊活動に対す

る支援や防犯ブザーの貸与などの経費を計上するほか、幼稚園設置者への助成経費など

も計上しております。 

  小学校費では、６，９５７万１，０００円を計上しています。経費の内容といたしま

しては、発達障害のある児童生徒の教育支援を行うため、本町独自施策として、特別支

援補助教員を各小学校に１名、計２名配置する経費を新たに計上しております。 

  また、児童の学力充実・向上を図るため、町独自の補助教員の配置や学力診断テスト

の実施に要する経費などを計上するとともに、宇治田原に誇りと愛着を持つ児童生徒の

育成を図るため、町独自として実施する「お茶に関する学習授業」に要する経費を計上

し、児童の読書活動の普及や国語力の向上を図るため、学校図書室の蔵書整備や図書館

司書の配置に要する経費、理科・算数教育の充実を図る教材備品の購入経費のほか、教

育環境の維持・確保を図るため、パソコン等の情報ネットワーク機器をはじめとする学

校施設の維持管理に要する経費や、校内安全巡視員の配置に要する経費、就学援助・奨

励事業費、スクールバス運行費などを計上しています。 

  中学校費では、４，９８７万１，０００円を計上しております。経費の内容といたし

ましては、小学校と同様に、生徒の学力充実・向上や読書活動の普及、国語力、理科・

数学教育の向上など、教育環境の充実を図る経費や学校施設の維持管理に要する経費、

また中学校独自の経費としては、部活動の活性化を図るため、各種大会出場への助成支

援や、校内にふれあいサポーターを配置する経費、自転車通学者へのヘルメット購入補

助に要する経費等を計上しております。 

  社会教育費では、１億４，７３１万円を計上しております。 

  永谷宗圓茶俳句賞実施事業費をはじめ、生涯学習推進事業や文化協会助成金を計上す

るとともに、文化振興を図るため、文化・芸術公演開催費や総合文化センターでの維持
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管理に要する経費を計上しています。 

  文化財保護の取り組みとしましては、茶史等編纂事業に要する経費のほか、文化財の

管理保全経費や田原祭保存継承助成金などを計上しています。 

  町立図書館の取り組みとして、読書環境の充実を図るため、図書等購入費を計上する

とともに、住民の読書活動を推進するため、小学校図書室への図書資料の貸し出しや、

母親を対象とした絵本の読み聞かせ指導に要する経費などを計上しております。 

  そのほか、地域の子育て機能・教育力を生かす取り組みとして、放課後子ども教室推

進事業をはじめ、青少年健全育成指導員による巡回指導、学社連携事業等に取り組むＰ

ＴＡや子ども会に対する助成支援に要する経費などを計上するほか、ことぶき大学の開

催経費や成人式開催費、まるやま交流館や中央公民館の維持管理に要する経費を計上し

ています。 

  保健体育費では、１億３，５１０万７，０００円を計上しております。経費の内容と

しましては、スポーツの普及・振興を図るため、体育協会活動に対する助成支援をはじ

め、スポーツ推進委員会が実施するニュースポーツ・フェスティバルやトライアルキッ

ズ事業に要する経費などを計上するほか、住民プール等を利用したアクア・エクササイ

ズによる健康づくり事業の実施経費を新たに計上しています。 

  また、住民体育館やトレーニングセンタ一、住民プールをはじめ、住民グラウンドや

奥山田グラウンドふれあい広場の運営管理費なども計上しています。 

  そのほか、学校給食関係の取り組みとして、安心・安全な給食環境を確保するため、

保冷機能を備えた給食配送車等の導入経費を新たに計上するとともに、子供の食育を推

進するため、特産品であるお茶を使った献立による給食試食会の開催や保護者参観日で

の給食提供に要する経費を計上するほか、学校給食の実施に要する経費を計上していま

す。 

  災害復旧費では、万一の災害に備えた復旧事業の経費として、農林水産施設災害復旧

費、公共土木施設災害復旧費の２項目で１，２６５万４，０００円を計上しています。 

  公債費では、平成２４年度末長期債見込現在高４１億９，８５９万５，０００円に対

する元利償還金及び一時借入金利子として、４億１，０１８万９，０００円を計上して

います。 

  次に、「第２表 債務負担行為」につきましては、固定資産評価整備事業の平成

２７年度までの債務負担の限度額を定めるものです。 

  次に、「第３表 地方債」につきましては、道路橋りょう改良舗装事業債をはじめ、
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施設整備事業債や災害復旧事業債、臨時財政対策債について、起債の限度などを定める

ものです。 

  続きまして、議案第９号、平成２５年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘

定）予算につきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ１０億６４０万５，０００円

で前年対比６．２％の減額となっています。歳入では、国民健康保険税２億

４，１６７万３，０００円、国庫支出金１億８，３８２万６，０００円、療養給付費等

交付金５，１３２万２，０００円、前期高齢者交付金２億７，３４７万６，０００円、

府支出金５，８８６万３，０００円、共同事業交付金１億７２８万４，０００円、繰入

金８，８７３万６，０００円などを計上しています。 

  歳出では、保険給付費６億４，２７４万２，０００円、後期高齢者支援金１億

３，３０３万７，０００円、介護納付金５，７０６万１，０００円、共同事業拠出金

１億２，３３０万３，０００円、保健事業費２，０２６万２，０００円などを計上して

います。 

  続きまして、議案第１０号、平成２５年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計予算に

つきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ８，８６２万１，０００円で前年対比

６％の増額となっております。 

  歳入では、後期高齢者医療保険料６，３８７万９，０００円、繰入金２，２７２万

６，０００円などを計上しており、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金

８，４０３万１，０００円などを計上しております。 

  続きまして、議案第１１号、平成２５年度宇治田原町介護保険特別会計予算につきま

しては、予算総額は、歳入歳出それぞれ６億９，６５９万５，０００円で前年対比

１．７％の増となっております。 

  まず、保険事業勘定ですが、歳入では、保険料１億３，６２２万４，０００円、国庫

支出金１億４，９１６万４，０００円、支払基金交付金１億８，９７２万４，０００円、

府支出金９，９０５万５，０００円、繰入金１億１，９７０万２，０００円などを計上

しており、歳出では、保険給付費６億４，７３３万円、地域支援事業費２，８１０万

９，０００円などを計上しております。 

  続きまして、介護サービス事業勘定ですが、歳入では、サービス収入として予防給付

費収入２４０万円、歳出では、事業費として居宅介護支援事業費２４０万円などを計上

しています。 

  続きまして、議案第１２号、平成２５年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会
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計予算につきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ４，６７６万８，０００円で前

年対比４６．８％の減額となっています。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」ですが、歳入では、分担金及び負担金１６万円、使

用料及び手数料４６３万円、国庫支出金３６２万９，０００円、府支出金５６万

８，０００円、繰入金２，４０７万９，０００円、町債１，３４０万円などを計上して

います。 

  歳出では、維持管理費６３７万６，０００円、事業費１，８０８万２，０００円、公

債費２，２３０万円などを計上しています。 

  次に、「第２表 地方債」については、簡易水道事業債の起債限度額などを定めるも

のです。 

  続きまして、議案第１３号、平成２５年度宇治田原町公共下水道事業特別会計予算に

つきましては、予算総額は、歳入歳出それぞれ４億６，８９８万９，０００円、前年対

比１２．６％の減額となっております。 

  まず、「第１表 歳入歳出予算」ですが、歳入では、分担金及び負担金７２４万円、

使用料及び手数料６，６４０万３，０００円、国庫支出金２，５０８万円、府支出金

２３万７，０００円、繰入金２億１，２５７万６，０００円、諸収入２，０１５万

２，０００円、町債１億３，６７０万円などを計上しています。 

  歳出では、総務費１億１，３８４万円、公共下水道事業費１億４，７０８万円、浄化

槽整備推進事業費５５８万２，０００円、公債費２億１９８万７，０００円などを計上

しています。 

  次に、「第２表 地方債」については、公共下水道事業債などにおいて、起債限度額

などを定めるものです。 

  続きまして、議案第１４号、平成２５年度宇治田原町水道事業会計予算につきまして

は、支出予算総額は、５億７，９１９万１，０００円で前年対比３３．８％の増額とな

っております。 

  まず、収益的収入及び支出の予算額につきましては、水道事業収益２億１，６４２万

７，０００円、水道事業費用２億１８８万円を計上しています。 

  水道事業収益では、営業収益の給水収益１億９，６２３万円、営業外収益受取利息

１９４万８，０００円などを計上しており、水道事業費用では、営業費用の原水及び浄

水費５，７７９万５，０００円、減価償却費６，７１５万７，０００円、営業外費用の

支払利息及び企業債取扱諸費１，０３２万５，０００円などを計上しています。 
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  次に、資本的収入及び支出の予算額については、資本的収入１億５，３４６万

４，０００円、資本的支出３億７，７３１万１，０００円を計上しています。 

  資本的収入では、負担金３，０００万円などを計上しており、資本的支出では、建設

改良費、配水設備改良費４，４２０万円、銘城台地区への安心で安全な水道水の安定的

な供給、また城南衛生管理組合クリーン２１長谷山へ供給する「西ノ山配水池系統（銘

城台安定供給）事業」、立川浄水場系統の安定的な取水量を確保する「新水源（川東取

水井）新設事業」等、拡張事業費として２億７，３８０万円、企業債償還金

２，７８８万６，０００円などを計上しています。 

  なお、資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する２億２，３８４万７，０００円

は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡することとしています。 

  以上、よろしく御審議を賜りまして、御可決いただきますように、よろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（田中 修） 提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。ただいま議題となりました７議案につきましては、予算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、議案第８号から議案第１４号までの

７議案は、予算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（田中 修） 日程第３５、予算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

  予算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第６条第４項の規定により、

議員１２名を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、議員１２名を予算特別委員会委員に

選任することに決しました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  直ちに予算特別委員会を開催いたしますので、委員会室に御参集をお願い申し上げま

す。 

休  憩   午後 ０時２５分 
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再  開   午後 ０時３２分 

○議長（田中 修） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいま休憩中に予算特別委員会を開催し、委員長並びに副委員長の選任が行われま

したので、その結果を発表いたします。 

  予算特別委員会委員長に垣内秋弘君、副委員長に内田文夫君と決定されましたので、

御報告申し上げます。 

  お諮りいたします。本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれにて散会い

たしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本日はこれにて散会することに決し

ました。 

  次回は３月１２日午前１０時から会議を開きますので、御参集のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

  なお、本日説明にとどめました議案につきましては、それぞれの関係委員会において

十分な審査、調査を行われるよう希望いたします。 

  本日は大変御苦労さまでございました。 

散  会   午後 ０時３３分 
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